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意見書の提出について 

 

 平成１７年の１市５町による合併に伴い設置された地域審議会では、合併後１

０年間の設置期間が終了することを踏まえ、それぞれの地域の特色あるまちづ

くりについて、また、将来に向けて諫早市全体のまちづくりのあり方について審

議を行いましたので、「地域審議会の設置に関する事項」第３条第２項により別

紙のとおり意見を申し上げます。 

 

  



 

地域審議会意見書 

 

地域審議会は、平成１７年３月１日の１市５町による市町村合併で、新

諫早市が発足したことに伴い、同年６月に旧合併特例法に基づき設置され、

以降１０年間の活動を続けてきました。 

市におかれましては、この間、旧市町に配慮しバランスのとれた適正な市政

運営により、新市としての一体的な発展に努められてこられたことに対しまして

敬意を表するところです。 

合併直後は、それぞれにいた首長が１人となること、議員数が１１４人から

３４人（当時）となること、市域が拡大し、旧町役場は支所となることなど、地域

の住民には合併の理念は理解するものの、漠然とした不安が残っておりました。 

地域審議会においては、この間、「特色ある地域のまちづくり」の推進のため、

地域振興計画について市長の諮問に基づき審議・答申を行い、計画策定後は、

その進捗状況について協議を行ってきました。 

また、地域の課題についても、市長に対して意見書を提出するなど活発に活

動を継続してきたところです。 

これらの継続的な活動が、合併直後の特別な状況における住民の不安の解

消に繋がり、新市としての一体感の醸成に大きく貢献したものと認識していると

ころです。 

諫早市は、合併後１０年間で築いてきた土台を基礎に、新たなステージへ

と踏み出すこととなります。 

当審議会は、平成２７年３月３１日をもって、１０年間の役割を終えるこ

ととなりますが、人口減少問題、少子高齢化による社会保障などの課題が叫ば

れ、国においても地方創生に向けた取り組みが進められる中、地域審議会が担

ってきた地域の声を市政に活かす取り組みは、これまで以上に重要度が増して

きます。このことに鑑みますと、新たな機関を設置すべきであると考えます。 

それぞれの地域の課題、風土や特徴、地勢などを踏まえた特色ある地域づく

りの実現に向け、必要な項目については次期総合計画へ反映し、その達成度

を常に検証し、国の地方創生の動きを取り入れながら、力強く市政を推進され

ることを期待いたします。 

 

以上、総括的な意見とし、具体的な項目については、各地域審議会からの

意見書により提言いたします。  



 

諫早地域審議会 

 

諫早地域審議会では、平成２７年３月３１日の審議会設置期間終了を

控え、地域振興計画の進捗状況について審議を行い、併せて合併後１０年

間の取り組みについて総括を行い、さまざまな事業が進捗し新市として着実な

進展をしてきていると評価しているところです。 

今後、さらなる発展を目指すために重点的に取り組む必要がある項目につい

ては、平成２７年度から策定作業に入る、次期総合計画へ反映させ、継続的な

施策の推進が必要と考え提言するものです。 

（１）合併後１０年間の総括について 

地域振興計画に掲げられた各種プランについては、それぞれの関連事業

に取り組まれ、成果が上がってきているところですが、諫早地域においては、

新庁舎の完成、中央交流広場や美術・歴史館などの整備が完了し、各種イ

ベントに活用されるなど、諫早公園一帯を含めた市民交流の中核的な役割

を発揮しています。 

また、九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）については、平成３４年の

開業に向け整備がすすめられ、諫早駅周辺の整備計画についても具体的

に動き出しているところです。 

当審議会において今後の課題としてあげられた、「足腰の強い農業の推

進」および「豊かな海が育てる水産業」における地元農林水産品のブランド

化については、より一層の推進により実現すべきものと考えます。 

「人口減少・少子高齢化」については、全国的な課題となっているところで

すが、高齢者の健康寿命の増進「健康づくり」が今後ますます重要なものと

なってくることから、より積極的な施策の推進が必要と考えます。 

これらも含め継続的に取り組むべき課題への対応については、農林水産

分野、健康福祉分野などの一つの分野だけに捉われることなく、働く場所や

教育・文化レベルの向上、子育て環境の充実、魅力あるまちづくりなど、

様々な取り組みを推進することにより自立できる「健康都市づくり」を目指し、

さらに次の世代に引き継いでいくことが重要であると考えます。 

（２）これからの諫早市に向けて 

人口減少問題については、合併当時からも課題となっていましたが、この

１０年間で加速度的に進行し、国においても地方創生に重点的に取り組

み、積極的に取り組み手を挙げた自治体に対しては、より手厚い支援策が



 

打ち出されてきているところです。 

これからは、国の動向を的確に捉え、新たな資源や今ある資源を掘り起こ

し、地域の人が住んで楽しいと感じる仕掛け、地元で経済が回るような仕掛

けなど、魅力ある地域づくりに繋げる「仕掛け」が必要です。 

これらの実現のためには、他の分野、他の地域、他の業種などの連携した

取り組みによる柔軟な発想が必要となり、これらの仕掛けを行う「仕掛け人

（プロデューサー）」の育成＝「人材育成」が重要であると考えます。 

人材育成においては、市内にある大学などの機関を活用するなど、特に

若い力の育成を図ることで、地元への愛着が深まり若者の定住化などの相

乗効果も期待できます。 

また、これからは地方の創造力が試される時代となり、諫早独自の取り組

みが必要となります。インターネットのような、広くどこでもサービスが受けられ

る「いつでも・どこでも・だれにでも」の視点ではなく、「いまだけ・ここだけ・あな

ただけ」に軸足を変えた視点で、あらゆる課題に取り組み「諫早オリジナル」

を提供することが必要と考えます。 

（３）地域審議会の終了について 

地域審議会は市町村合併という特別な状況において、地域の声を市政に

届ける重要な役割を果たしてきたところです。 

合併後の１０年間の活動により、合併直後と比較して旧市町ごとの垣根

は取り払われてきており、地域審議会としての役割は大いに達成できたところ

です。 

これからの諫早市は人口減少問題、少子高齢化など、限られた財源で、

対応しなければならない課題を抱えており、新たな組織を立ち上げるだけで

は、地域の特色を活かしたまちづくりにすぐに結びつくとは限りません。 

自治会や婦人会をはじめとする地域組織の自主的で活発な活動が土台

となることから、まずは地域の力をパワーアップさせるような仕掛け（施策）を推

進することが必要です。そのうえで、地域と行政が一体となって、知恵を出し

合いながら取り組んでいくことが重要です。 

このことを踏まえ、地域審議会の設置期間終了後において、地域の声を

市政に反映する新たな仕組みを検討するにあたっては、旧市町の枠に捉わ

れない全市的な視点からの地域の特色をいかしたまちづくりを目指し、住民

の声が市政に届くシンプルな仕組みを構築し、地域と行政の連携により、地

方の知恵比べで「先手で歩む諫早市」となることを期待するものです。 

以上、諫早市のさらなる発展を期待し、提言といたします。 



 

多良見地域審議会 

 

多良見地域審議会では、地域振興計画の進捗状況について審議を行い、

合併後１０年間の取り組みについて総括を行ってまいりました。 

多良見地域においては、マリンスポーツ拠点化推進事業や地域づくり協働

事業により、一定の効果が発揮されてきているところです。 

今後、重点的に取り組む必要がある次の項目については、平成２７年度か

ら策定作業に入る、次期総合計画へ反映させ、継続的な施策の推進が必要と

考え提言するものです。 

（１）活力ある柑橘栽培について 

多良見地域の農業は、柑橘を中心に発展してきましたが、現在、高齢化と

共に後継者不足が進行しています。これは、園地が急傾斜地のため重労働

となることが要因の一つで、これまでの営農形態では後継者の育成は困難で

す。そこで、傾斜地での機械化が後継者不足の解消にも繋がると考えられる

ことから、農地の基盤整備について地域の実態を確認し、地域に合った振

興策を重点的に進める必要があります。 

また、食の安全安心、高品質など消費者ニーズは多様化しており、消費

者ニーズに対応した柑橘生産と販路拡大を図るためには、商品開発に対す

る継続的な専門家の助言が事業を前進させると考えます。そのため、ハード

を活かすソフト事業として、人材面のバックアップ体制の充実を図っていくこと

が必要です。 

（２）大村湾の水質浄化と自然環境について 

多良見地域が接する大村湾は、生活排水対策によりかなり水質改善が進

んでおり、食生活改善推進協議会等との連携による大村湾の水産資源の商

品開発など、市民協働事業の提案も挙がってきています。 

さらに、閉鎖性海域である大村湾の底質改善や漁場再生を進めるために

は、環境調査や水源涵養事業の推進が必要であり、森林のもつ多面的な機

能の向上を図ることが、赤潮の発生や貧酸素水塊の増大を防いでいくと考

えられます。 

 

 



 

（３）定住人口の確保について 

多良見地域は、少子高齢化が進み、中でも農業地域である大草・伊木力

地区は人口減少により過疎化が進んでいます。農業地域では、独身農業者

の出会いの場が少なく、特に後継者となる若い世帯の減少が課題となってお

り、放置すれば限界集落となる可能性もあります。 

定住人口の確保と地域の活性化を図るためには、多良見地域の魅力を

周知し、全国にＵＩターン者募集を発信することが必要で、後継者対策として

は、お見合いパーティーなどの婚活イベント開催を推進する必要があります。 

さらに、３００を超える自治体が実施している地域おこし協力隊は、地域

おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援などに従事しており、

地域の活性化を図るためには、そのようなシステムの導入が必要と考えます。 

（４）国道２０７号の整備促進について 

国道２０７号は、喜々津、大草、伊木力の３地区を結ぶ幹線道路であ

るとともに、基幹産業である伊木力みかんの輸送路でもあります。また、長崎

方面とのアクセス道路でもあり、改良工事が完成すると人の往来が増加し、

地域の活性化が進むと考えられますので、今後とも関係機関へ早急な整備

を働きかける必要があります。 

（５）地域活動拠点施設の整備について 

たらみ会館は、地域福祉活動団体等の各種研修会、地域住民への講座

や特定健診等に活用されていますが、近年、高齢化は急速に進行しており、

たらみ会館２階ホールを利用する高齢者からは、階段が負担になるという声

を聴きます。 

そのため、子どもから高齢者まで安心して集える場所、誰もが使いやすい

施設を検討する必要があります。 

  



 

森山地域審議会 

 

森山地域審議会では、平成２３年３月に策定された地域振興計画の成果

を検証し、評価を行いました。 

その結果をもとに、地域住民一人ひとりが地域への愛着を持ち、連携して暮

らしやすいまちづくりを今後も継続するために、以下のとおり提言をまとめまし

た。 

この提言については、今後の森山地域の振興に必要不可欠ですので、次期

総合計画へ反映いただきますようお願いいたします。 

（１）足腰の強い農業 

「農業生産基盤の整備」、「河川整備による農地排水の改良」、「担い手の

育成」の３つを重点課題とし、特に田尻地区においては県営排水対策特別

事業により、用排水路等の整備が着々と実施されています。 

引き続き、森山地域の低平地である本村、下井牟田、慶師野、杉谷地区

の排水対策及び農地基盤整備の早期の事業化が求められます。 

また、排水対策に関連して、あらゆる作物が作付可能となるような暗渠排

水に対する事業推進も非常に重要であると考えます。 

二反田川改修事業については、毎年長崎県へ要望され、ようやく関係機

関と一定合意が得られたと聞き及んでいます。今後も河川改修の早期着工

を要望し続ける必要があると考えています。 

農業従事者の高齢化が進んでいる状況は森山も例外ではなく、後継者が

いるところは施設園芸が主であり、従来からの米、麦等による地域農業経営

が危惧されています。今後は新規就農を促進し、認定農業者や農業法人、

集落営農組織など更なる農業生産の中核となる担い手の育成を図ることが

求められます。 

（２）体験と交流 

「体験交流と観光促進事業」、「スポーツ競技施設の整備」の２つを重点

課題とし、交流拠点としての既存施設の利活用、体験交流事業、スポーツ

施設充実に向けた整備が行われました。 

特にスポーツ施設充実に向けた整備では、森山ふれあい公園のシャワー

施設と駐車場舗装整備、森山スポーツ交流館においても駐車場整備が行

われ、利便性向上による利用促進が図られています。 

今後の課題として、芝生広場の排水対策やグラウンドの整備、スコアボー



 

ド及び観覧席等を整備し、ラグビーなどのスポーツ大会の公式戦ができるよう

な施設の充実が必要不可欠であると考えております。 

体験交流と観光促進事業については、唐比ハス園をメインにした唐比ハ

ス祭りや下井牟田のグリーンツーリズムなど、地域資源を生かした取り組みや

農業体験交流が展開されています。 

今後は、メイン施設が集中する賑わいゾーンでの桜まつりや四季折々の花

スポットを活用し、旬の産品が集まるもぎたて市等の既存施設を有効に利活

用することにより地の利を活かした観光拠点として発展することが必要であり、

住民と行政が連携した一体的な取り組みが望まれます。 

（３）子育て支援と次世代育成 

「学童保育の充実」と「青少年健全育成事業」の２つを重点課題とし、放

課後児童対策事業、少年育成団体活動支援事業、子ども体験活動支援事

業が行われました。 

特に放課後児童対策事業については、既存の西小校区に加え、平成

２７年４月には、要望しておりました東小校区に学童クラブが開設されるこ

とになりました。これにより、それぞれの小学校区に設置され、ますます大きな

成果が期待されます。 

少年育成団体活動支援事業、子ども体験活動支援事業については、自

治会・ＰＴＡ・地区住民との連携で事件、事故も発生しておらず、一定の成

果を上げているものと考えております。 

今後も、今まで以上の子育て支援対策の強化が必要であると考えており

ます。 

（４）ゆとりある安心・安全、快適な住環境 

「犯罪のない安全な地域づくりの推進」、「健康づくり」、「花いっぱい運動

の推進」、「ごみ減量化の推進」の４つを重点課題とし、消費生活問題の啓

発活動、防犯灯整備等支援事業、生活安全推進事業、各種健診事業、公

民館講座を活用した健康講座の実施、花いっぱい運動推進花苗等支援事

業、花壇等維持管理事務、生ごみ分別収集が行われました。 

森山地域では、ごみの減量化と再資源化に積極的に取り組んでおり、生

ごみについても分別収集が行われてきました。今後につきましても、これまで

の分別経験を生かし、コンポストでの堆肥化を行うなどリサイクル型社会の構

築に、継続して推進する必要があると考えております。 

消費生活問題の啓発活動、防犯灯整備等支援事業、生活安全推進事



 

業については、啓発活動の実施、子ども１１０番の旗の設置、防犯灯の

ＬＥＤへの切り替えなどが実施されており、一定の成果を上げているものと

考えております。 

健康づくり事業については、各地区での検診受診率が低い状況であり、

集団検診では日曜日の保健センター受診日を増やしたりしているとのことで

すが、今後においては、個別健康教育の実施や訪問指導の強化を推進す

るなど住民の健康に関する理解を深める体制の実現が必要であると考えま

す。 

花いっぱい運動推進花苗等支援事業、市設置花壇等維持管理事務に

ついては、訪れる人々から森山は美しいまちと評価されています。 

今後も環境美化の向上と意識の高揚を図り、継続して取り組む必要があ

ると考えております。 

（５）市民協働のまちづくり 

「市民活動の地域拠点づくり」、「地域づくり協働事業の支援」を重点課題

とし、賑わいゾーンの確立、支所庁舎耐震診断事前調査、地域づくり協働

事業の支援、実施事業の周知などが行われました。 

賑わいゾーンの確立については、スポーツ交流館・武道館・図書館及びふ

れあい公園を一帯とした、スポーツ・文化活動の拠点施設として確立されて

います。各種スポーツ競技や文化・芸術活動が開催されるなど大きな成果が

上げられています。 

特に、今後の課題として、賑わいゾーンにある施設のメディアを活用した

ＰＲや情報発信としての意味合いを持つ案内板等の充実を図ることが必要

ではないかと考えております。 

支所庁舎については、支所としての機能を発揮するだけでなく、地域にお

ける非常時の中心的な防災拠点施設としての役割を担う重要な施設であり

ます。しかしながら、地盤沈下等により建物に影響が出ている状況でありま

す。 

特に、重点課題として立地条件など多方面からの検討を継続して推進し

ていく必要があると考えます。 

地域づくり支援事業については、地域づくり協働事業により地域の発展と

活性化を目的に、住民参加のまちづくり事業として実施されています。 

森山地域でも、森山よらんね祭りなど地域全体の振興と、各地域住民参

加の地域活性化へ向けての各種事業が実施されており、住民相互の連携と

親睦、融和が図られております。 



 

今後も継続して事業が推進できるよう、主要施策としての支援が必要であ

ると考えています。 

以上により、森山地域の新たな発展を期待し、提言といたします。  



 

飯盛地域審議会 

 

飯盛地域審議会では、地域振興計画の進捗状況について審議を行い、合

併後１０年間の取り組みについて総括を行ってまいりました。 

飯盛地域においては、飯盛ふれあい会館の建設、畑地帯総合整備事業、

江ノ浦川河川改修事業などの進捗により、地域振興計画に掲げられた「飯盛

地域のまちづくり」において、一定の効果が発揮されてきているところです。 

今後、重点的に取り組む必要がある次の項目については、平成２７年度から

策定作業に入る、次期総合計画へ反映させ、継続的な施策の推進が必要と考

え提言するものです。 

（１）江ノ浦川河川改修について 

現在進行中の江ノ浦川河川改修ですが、近年見られるようになったゲリラ

豪雨のように、短時間で大量の雨が降った場合などは、小島地区において

は一部市道の冠水による通行不能状態が発生し、後田地区の城下一帯に

おいても同様な事態が起こるなど、低地帯の住民生活を脅かしています。事

業の持つ防災効果を一日も早く発揮するためにも、その早期完成を切望し

ます。 

それと同時に、江ノ浦川河川敷に植栽や遊歩道を設置するなど、国道

２５１号沿いの魅力ある環境づくりにも取り組み、立ち寄ってみたくなる町

づくりを行うことで交流人口の拡大を図る必要があります。 

（２）道路網の整備について 

県道田結久山線、市道古場三本松線の整備については、地滑り対策工

事等との兼ね合いもあり、その進捗状況は思わしくありません。 

しかしながら、どちらの路線も児童生徒の通学路になっているうえ、歩道の

整備もされておらず、交通量も多いことから子どもたちの安全確保という観点

からも早急な整備が必要です。 

（３）旧飯盛学校給食センターの活用について 

東部学校給食センターの供用開始に伴い廃止された、旧飯盛学校給食

センターについては、これまで、地域づくり協働事業において、コミュニティビ

ジネスとして高齢者向け食事サービスの拠点として活用できないかなどの検

討を行ってきました。しかし、既存の調理施設の規模が大きすぎることなど解

決すべき課題が多く、その活用策は宙に浮いた状態になっています。 



 

そこで、地域づくりに取り組む各種団体の活動拠点として、また、市立小

学校と隣接していることから、子育て支援や通学合宿を含む体験学習の拠

点としての活用など、地域の課題解決に役立てていく方策の検討が急がれ

ます。 

（４）結の浜マリンパーク一帯について 

結の浜マリンパークについては、夏場の海水浴場開設時期は多くの来場

者で賑わっています。しかし、施設内にはオートキャンプ場も併設され充実し

た施設となっていますが、海水浴シーズン以外はほとんど利用されていない

のが現状です。 

また、結の浜マリンパークに隣接する田結港には多目的グラウンドも整備

されており、こちらは１年を通して土曜日・日曜日を中心に市内外の小中学

生等の利用があり、たいへん賑わっています。 

しかしながら、周囲には未整備のままの更地もあり、飯盛地域の活性化と

いう面から考えた場合、この結の浜一帯の有効活用は欠かせないものであり、

これらの早期整備と有効活用が望まれます。 

そのためにも、管理者である行政に頼るだけではなく、地元住民のボラン

ティアによる環境美化活動や魅力のあるイベントの開催など、今あるものをど

う生かしていくのかという視点での取り組みも必要です。 

（５）イノシシ対策について 

ここ数年来、イノシシによる被害は農作物のみならず、その数の多さから人

的な被害も聞かれるようになってきました。補助事業による電気柵やワイヤー

メッシュの整備は進みましたが、それ以外に有効な手立てがないのが現状で

す。 

ただ、このような状況のままでは事態が好転するはずもなく、何らかの新た

な取り組みを考える必要があります。例えば、増加する耕作放棄地の解消や、

民家周辺の藪掃いなど、住民自らの手で取り組めることから始めることなどが

必要と思われます。また、行政においてもこのような住民自らの取り組みに対

し、何らかの支援策を講じる等の官民一体となった行動が望まれます。 

 以上、飯盛地域の課題解決が諫早市の発展につながることを期待し、

提言といたします。 

  



 

高来地域審議会 

 

高来地域審議会では、地域振興計画の進捗状況について審議を行い、合

併後１０年間の取り組みについて総括を行ってまいりました。 

高来地域においては、懸案であった「高来西小学校」の移転改築や「とどろ

き体育館」の建設、地域資源を活かした「幻の高来そば」の振興や「湯江紙」の

復活などの施策が着実に推進され、一定の効果を上げております。 

それでも今後の人口減少に歯止めをかけ、地域を活性化させるため、重点

的に取り組む必要がある次の項目について、平成２７年度から策定作業に入る

次期総合計画へ反映させ、継続的な施策の推進が必要と考え提言するもので

す。 

（１）交通体系の整備について 

本地域の幹線道路である国道２０７号線の正久寺交差点から高来方

面については、朝夕の通勤・通学時に交通渋滞が発生しており、安全で快

適な交通体系を確保するため、国及び県に対し国道２０７号線長田バイ

パスの早期延伸の働きかけが重要と考えます。 

また、地域生活に密着した市道については、随時、改良工事が実施され

ていますが、まだまだ改良・拡幅等が必要な箇所が多くあるので、早急な整

備が必要と考えます。 

さらに、平成３４年春には、長崎新幹線が開業する予定となっています

が、並行在来線となる長崎本線については、沿線住民の足としてさらに利用

しやすくなるようダイヤ改正や新駅の設置、駐車場の整備等を推進すること

が重要と考えます。 

（２）地域資源を活用したまちづくりについて 

諫早市の中でも多良山麓は観光資源に恵まれており、特に本地域には、

環境庁の名水百選に認定された轟渓流を始め、ツクシシャクナゲ高原、金

泉寺山小屋、修多羅の森など豊かな自然と環境があります。 

これらの魅力を活用するため、地域の住民団体の協力を得て、シャクナゲ

植栽や散策道整備、山ガイドの育成を行い、バスツアーの催し等もなされる

までになりました。今後の更なる展開のためには、風光明媚な「いこいの森た

かき」を市民の憩いの施設として再整備し、轟峡とを結ぶアクセス道路を紅

葉ロードとして整備することが重要と考えます。 

さらに、「幻の高来そば」「湯江紙」「高来名水コンニャク」など特産品を一



 

つの地場産業として自立させるために、生産から販売までのルート開拓、Ｐ

Ｒ活動の支援を引き続き行うことが必要と考えます。 

「まちづくりは人づくり」ともいわれています。本地域には地域活性化に貢

献している団体・個人が多く存在しますが、今後の地域活性化のために、さ

らなる人材育成が重要であると考えます。 

（３）本明川河川敷の利活用について 

本地域内にある本明川河川敷の自然干陸地は、菜の花・ひまわり・コスモ

スなど四季のフラワーゾーンとして訪れる人々の目を楽しませており、「干陸

地クリーン作戦」等も実施されています。官民一体となったこれらの事業は、

河川敷の適正管理と地域の活性化につながっています。 

この広大な自然干陸地は、公園、多目的広場、クロスカントリーやグラウン

ドゴルフなどのスポーツ施設、道の駅等としての利活用が考えられるので、総

合的な利用計画を策定し、官民一体となって推進することが必要と考えま

す。 

（４）情報インフラの整備について 

昨今の自然災害を見ますと、突発的で大規模な災害が多発しています。

住民の生命・財産を守るためには、住民が迅速で的確な情報を受信する仕

組みが必要で、諫早市全域のデジタル式防災行政無線の整備は重要な施

策と考えます。 

併せて地域のイベント・行事、市議会中継、行政サービスなどと共に防災

情報を映像で受信する仕組みが整備されていますが、本地域では立ち遅れ

ています。 

近年の情報化社会では、デジタル方式で映像を含めた大量の情報を瞬

時に受信できるケーブルテレビや光ファイバーケーブルが主流となっていま

すが、そのような情報網の整備を民間企業に働きかけるなど、地域間格差の

是正のための取り組みが必要と考えます。 

  



 

小長井地域審議会 

 

小長井地域審議会では、地域振興計画の進捗状況について審議を行い、

合併後１０年間の取り組みについて総括を行いました。 

小長井地域においては、カキのブランド化や地域づくり協働事業等において

一定の効果が発揮されてきているところです。 

以下の項目については次期総合計画へ反映させ、今後継続的な施策の推

進が必要と考え提言するものです。 

（１）こだわりの物産づくり 

「小長井牡蠣」の商標登録や「華漣」のかき日本一決定戦グランプリなど

水産物に一定の成果があげられましたが、農産物は機械の導入のみでブラ

ンド化の支援ができているとは言い難い状況にあると考えます。今後の課題

として水産物はカキのさらなるＰＲと「あさり」など他の水産物のブランド化支

援と生産技術のさらなる向上及び加工品の開発、農産物は田原芋んこやア

スパラなどの特産物のブランド化支援を進めることにより、地場産品の販路拡

大を図ること、またそのための政策の実現が必要と考えます。 

（２）体験と交流、発見の観光づくり 

観光情報発信事業、山茶花高原管理事業が行われ、特に山茶花高原

管理事業については山茶花高原のＰＲ、イベント開催等一定の成果を上げ

ているものと考えております。 

今後の課題として山茶花高原等を含めた多良山系の観光資源の連携を

図り、地域の特色を活かした施策の実現が必要であると考えます。 

（３）公園緑地の整備 

「おがたまの丘公園整備事業」を重点課題とし、そのうち「オガタマノキ」周

辺の道路整備が行われました。 

今後の課題については、「日本一のオガタマノキ」の特色を活かした周辺

の整備、特に公園としての整備とそれに伴う遊歩道の整備や広域農道から

のアクセス向上を行い、「オガタマノキ」を観光スポットとして活用することが必

要不可欠であると考えます。 

 

 



 

（４）幹線道路網の整備 

長田バイパスの延伸要望、県道小長井線及び市道の整備、広域農道の

修繕や路肩除草などが行われ、今後も継続・推進していくことが必要と考え

ます。 

特に市街地までの時短化による交通アクセス改善のため、長田バイパスの

高来までの延伸実現が必要であると考えます。 

（５）市民と進めるまちづくり 

「スポーツ振興施設整備事業」、「人材発掘・登録事業」、「ふれあい交流

事業」、「ハートフル交流事業」を重点課題とし、地域のスポーツ施設の整備、

ドーム施設の建設推進、優れた技能を持つ地域の人材の発掘及び活用、

地域住民の世代間交流や、定年退職等によるＵＩＪターン者と地域住民

の交流、及びＵＩＪターン者の定住化の推進、赤米栽培など地域で行うハ

ートフル交流事業の推進を図ってきました。 

特にスポーツ施設整備については、屋根付き多目的施設（ドーム施設）の

建設推進について、スポーツのみならず地域行事や多彩なイベントの開催が

可能な施設建設の要望書が市長に提出されるなど、地域を挙げて推進して

おり、今後は地域の意見を活かしたドーム建設構想の策定が必要であると考

えます。 

（６）道の駅づくり 

人口減少が進む中、地場産業の活性化及び交流人口増加のため、諫早

市の東の玄関口として道の駅の設置が望まれています。道の駅設置にあた

っては、候補地や物産販売所の経営主体等を検討するため、地域住民、

農協、漁協、商工会など関係団体が協議し、また連携することでその気運を

高めていく必要があります。一方、市も主要施策としての積極的な支援が必

要不可欠であると考えます。 


